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検討の概要検検 討討 のの 概概 要要

運転終了後の原子炉は、災害の蓋然性が低いが、
これまでは運転中と同様の安全規制を実施

運転終了後の原子炉は、災害の蓋然性が低いが、
これまでは運転中と同様の安全規制を実施

☆　　試験研究用原子炉施設の今後の廃止措置の
　　　進展を念頭に、解体及び廃止措置の制度化が必要

（使用施設の解体、廃止措置も含めて検討）

☆　　試験研究用原子炉施設の今後の廃止措置の
　　　進展を念頭に、解体及び廃止措置の制度化が必要

（使用施設の解体、廃止措置も含めて検討）

　　　　　　　検　討　方　針

①「原子炉施設の解体に係る安全確保の基本的考え方」（昭和６０年
　　原子力安全委員会決定）に示された事項の取り入れ

②通知に基づき実施してきた報告徴収等の制度への取り入れ

③「解体」行為に対する規制の明確化

　　　　　　　検　討　方　針検　討　方　針

①「原子炉施設の解体に係る安全確保の基本的考え方」（昭和６０年
　　原子力安全委員会決定）に示された事項の取り入れ

②通知に基づき実施してきた報告徴収等の制度への取り入れ

③「解体」行為に対する規制の明確化

現行制度における課題を克服する制度を検討現行制度における課題を克服する制度を検討

①



現行の安全規制の概要（原子炉）現行の安全規制の概要（原子炉）現行の安全規制の概要（原子炉）

法第２３条

　設置許可

法第２７条

設工認

法第２８条

使用前検査

法第２９条

施設定期検査

法第３８条

解体届

法第６５条

廃止届

法第６６条

廃止に伴う
措置

法第３７条

保安規定

法第３０条

運転計画

法第６７条

報告徴収

解体・廃止段階建設・運転段階

法第３７条

保安検査

法第３４条

記録

法第６８条

立入検査

法第４０条

炉主任

法第６６条の４

申告

解体中も適用

廃棄物保管庫の増設
等の場合に適用

法第２８条の２

溶接の方法、検査

②



現行の安全規制の概要（政令１６条の２の使用施設）現行の安全規制の概要（政令１６条の２の使用施設）現行の安全規制の概要（政令１６条の２の使用施設）

法第５２条

　使用許可

法第５５条の２

施設検査

法第６５条

廃止届

法第６６条

廃止に伴う
措置

法第５５条の３

保安規定

法第６７条

報告徴収

解体・廃止段階建設・運転段階

法第５５条の３

保安検査

法第６８条

立入検査

法第５６条の２

記録廃止まで適用

法第５５条の３

　溶接検査

政令１６条の２の使用施設：5%未満濃縮ウラン 1200g-U235, 5%以上濃縮ウラン 700g-U235,
　　　　　　　　　　　　　　　　　 Pu（非密封）1g　以上などを使用する施設

法第６６条の４

申告

③



解体届の範囲解体届の範囲
　　　《原子炉本体か原子炉施設か》

解体工事のために必要となる施設の追加、変更解体工事のために必要となる施設の追加、変更
　　　《設工認、使用前検査を要するか》

解体届と廃止届の関係解体届と廃止届の関係
　　　《解体届が先だと許可取り消し者等に対する規制と異なることになる》⇒参考

一部施設の廃止の方法一部施設の廃止の方法
　　　《一事業所に複数施設が存在する場合の手続きの明確化》

原子炉主任技術者解任の時期原子炉主任技術者解任の時期
　　　《運転・解体作業のどの段階まで原子炉主任技術者が必要か》

施設定期検査施設定期検査
　　　《解体作業のどの段階まで必要か、手数料の問題》

保安規定及び保安検査保安規定及び保安検査
　　　《解体のどの段階まで必要か、保安検査の頻度》

現行制度における課題現行制度における課題現行制度における課題

④



確認確認

廃止届等廃止届等 廃止措置計画廃止措置計画 廃止措置
の実施

廃止措置
の実施 廃止措置終了廃止措置終了

今後の解体・廃止の安全規制案（原子炉）今後の解体・廃止の安全規制案（原子炉）今後の解体・廃止の安全規制案（原子炉）

工事方法、工程
原子炉の機能停止措置
施設の維持管理の方法
作業の安全確保の方法
廃棄物の取扱い
廃止措置の管理者等

工事方法、工程
原子炉の機能停止措置
施設の維持管理の方法
作業の安全確保の方法
廃棄物の取扱い
廃止措置の管理者等

施設定期検査、保安
検査に変わるもの

施設定期検査、保安
検査に変わるもの

廃止措置義務

　・核燃料物質の譲り渡し
　・汚染の除去
　・核燃料物質等の廃棄

廃止措置義務

　・核燃料物質の譲り渡し
　・汚染の除去
　・核燃料物質等の廃棄

⑤

廃止措置の技術
上の基準（安全委
員会の考え方を
参考に策定）に適
合しているか
災害の防止上支
障がないか

廃止措置の技術
上の基準（安全委
員会の考え方を
参考に策定）に適
合しているか
災害の防止上支
障がないか

検査検査 確認確認

廃止措置義務を果たしたか

　・核燃料物質の譲り渡し
　・汚染の除去
　・核燃料物質等の廃棄

廃止措置義務を果たしたか

　・核燃料物質の譲り渡し
　・汚染の除去
　・核燃料物質等の廃棄

記録、申告記録、申告

報告徴収、立入検査報告徴収、立入検査

全
体
に



今後の解体・廃止の安全規制案（政令１６条の２の使用施設）今後の解体・廃止の安全規制案（政令１６条の２の使用施設）今後の解体・廃止の安全規制案（政令１６条の２の使用施設）

⑥

確認確認

廃止届等廃止届等 廃止措置計画廃止措置計画 廃止措置
の実施

廃止措置
の実施 廃止措置終了廃止措置終了

工事方法、工程
施設の維持管理の方法
作業の安全確保の方法
廃棄物の取扱い等

工事方法、工程
施設の維持管理の方法
作業の安全確保の方法
廃棄物の取扱い等

保安検査に変わるもの保安検査に変わるもの

廃止措置義務

　・核燃料物質の譲り渡し
　・汚染の除去
　・核燃料物質等の廃棄

廃止措置義務

　・核燃料物質の譲り渡し
　・汚染の除去
　・核燃料物質等の廃棄

廃止措置の技術
上の基準（安全委
員会の考え方を
参考に策定）に適
合しているか
災害の防止上支
障がないか

廃止措置の技術
上の基準（安全委
員会の考え方を
参考に策定）に適
合しているか
災害の防止上支
障がないか

検査検査 確認確認

廃止措置義務を果たしたか

　・核燃料物質の譲り渡し
　・汚染の除去
　・核燃料物質等の廃棄

廃止措置義務を果たしたか

　・核燃料物質の譲り渡し
　・汚染の除去
　・核燃料物質等の廃棄

記録、申告記録、申告

報告徴収、立入検査報告徴収、立入検査

全
体
に



参　考　　現行の許可を取り消された場合の規制（原子炉）参　考　　現行の許可を取り消された場合の規制（原子炉）

許可の取り消し

法第３３条

許可取消しに　
伴う措置

法第６６条第１項

解体届

法第３８条第１項

法第６６条第４項
措置命令

法第３８条第２項
措置命令

核燃料物質の譲り渡し
汚染の除去
核燃料物質等の廃棄


